
事務局名 事務分掌 

議会事務局 （１） 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 

（２） 公印の保管に関すること。 

（３） 儀式、秘書及び交際に関すること。 

（４） 各種議長会に関すること。 

（５） 議員の身分及び資格の得喪に関すること。 

（６） 議員の報酬、費用弁償及び議員共済会に関すること。 

（７） 議会の予算及び経理に関すること。 

（８） 職員の人事、服務、給与及び福利厚生に関すること。 

（９） 物品の管理、受払いに関すること。 

（10） 議会関係各室及び庁用自動車の管理に関すること。 

（11） 本会議、委員会及びその他の会議に関すること。 

（12） 請願、陳情の受理及び処理に関すること。 

（13） 議会の傍聴に関すること。 

（14） 関係法令の調査研究及び議案等の作成に関すること。 

（15） 関係市町村等からの照会、回答に関すること。 

（16） 議決原本の保管及び議決結果の処理、報告に関すること。 

（17） 会議録の調整及び編さんに関すること。 

（18） 議会だより及び議会が発行する刊行物の編集、発行に関す

ること。 

（19） 議会図書の購入、管理に関すること。 

（20） 各種資料の収集、整理、保管に関すること。 

（21） 議決証明に関すること。 

（22） その他議会事務に関すること。 

 


